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議第６２号 

 

   平成３０年度各務原市一般会計補正予算（第２号） 

 

平成３０年度各務原市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ233,359千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ45,253,061千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

  平成３０年８月３０日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

19 繰入金 1,849,000 228,659 2,077,659

1 基金繰入金 1,849,000 228,659 2,077,659

22 市債 2,558,600 4,700 2,563,300

1 市債 2,558,600 4,700 2,563,300

歳　　入　　合　　計 45,019,702 233,359 45,253,061

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

2 総務費 4,111,655 125,684 4,237,339

1 総務管理費 3,147,507 125,684 3,273,191

8 土木費 4,192,939 98,948 4,291,887

1 土木管理費 322,554 305 322,859

3 河川費 288,554 6,690 295,244

4 都市計画費 1,114,141 91,953 1,206,094

13 諸支出金 5,265,309 8,727 5,274,036

2 繰出金 5,128,308 8,727 5,137,035

歳　　出　　合　　計 45,019,702 233,359 45,253,061
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款 項 補正予算額 補正後予算額

一般会計 



第２表　債務負担行為補正

（追加） （単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額
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（ 仮 称 ） 城 山 公 園 外 １ 整 備 事 業
平成３０年度から
平成３４年度まで

１３５,２６８

一般会計 



第３表　地方債補正

（追加）

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

４,７００

起債の方法

学 習 等 供 用 施 設
整 備 事 業 債

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財政
の都合により据
置期間及び償還
期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借り
換えすることが
できる。 

 ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率 

年5.0％以内 
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議第６３号 

 

   平成３０年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成３０年度各務原市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ141,512千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ10,402,978千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

  平成３０年８月３０日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

10 繰越金 2,600 141,512 144,112

1 繰越金 2,600 141,512 144,112

歳　　入　　合　　計 10,261,466 141,512 10,402,978

款 項 補正予算額 補正後予算額

- 20 -介護保険事業特別会計 



　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

5 諸支出金 2,600 141,512 144,112

1 償還金及び還付加 2,600 141,512 144,112

算金

歳　　出　　合　　計 10,261,466 141,512 10,402,978
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款 項 補正予算額 補正後予算額

介護保険事業特別会計 



第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額
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介 護 保 険 料 コ ン ビ ニ 収 納
代 行 業 務 委 託 事 業

平成３０年度から
平成３１年度まで

９６８

介護保険事業特別会計 
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議第６４号 

 

   平成３０年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成３０年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 （債務負担行為） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表 債務負担行為」による。 

 

 

  平成３０年８月３０日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額
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後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料
コ ン ビ ニ 収 納 代 行 業 務 委 託 事 業

平成３０年度から
平成３１年度まで

５２９

後期高齢者医療事業特別会計 
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議第６５号 

 

   平成３０年度各務原市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成３０年度各務原市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,727千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ3,909,799千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  平成３０年８月３０日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

5 繰入金 1,051,967 8,727 1,060,694

1 他会計繰入金 1,051,967 8,727 1,060,694

歳　　入　　合　　計 3,901,072 8,727 3,909,799

款 項 補正予算額 補正後予算額

- 34 -下水道事業特別会計 



　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

1 下水道費 2,651,555 8,727 2,660,282

1 公共下水道費 1,875,162 8,727 1,883,889

歳　　出　　合　　計 3,901,072 8,727 3,909,799
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款 項 補正予算額 補正後予算額

下水道事業特別会計 


